
① 従来の健康保険証の写し（申請時点で有効期限内のもの）

② マイナポータルから確認できる「資格情報画面」を印刷したもの
※次のすべての事項が表示されているもの

記号・番号・枝番、氏名、生年月日、資格取得年月日、負担割合

被保険者氏名（世帯主氏名）、本人・家族の別、保険者等番号、保険者名

〈資格情報画面の確認方法〉

１ マイナ保険証をお持ちの方

(1)マイナポータルにログイン後、トップページの「健康保険証」を選択。

(2)健康保険証についての資格情報が表示されます。

(3)表示された「資格情報画面」をそのまま印刷。

※印刷はご家庭やコンビニ等のプリンターでお願いします（※費用は自己負担）。お住まいの地区の
支所付近に印刷できるプリンターがない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

次の①、②のうちどちらか1点をご用意ください

お持ちでない方は裏面をご確認ください。

健康保険証の新規発行終了に関する自立支援医療
（精神通院医療）の支給認定手続について

マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和6年12月2日以降、
従来の健康保険証に替えて、マイナンバーカード（マイナ保険証）を基本と
する仕組になることに伴い、自立支援医療（精神通院医療）の支給認定手続
に関する被保険者証情報の確認について、次のとおり変更します。

下記のいずれかをご用意ください。



① 健康保険証の写し（申請時点で有効期限内のもの）

② 資格確認書の写し

※マイナ保険証をお持ちでない方を対象に、加入している医療保険者から

交付されるもの。記載内容は、現行の健康保険証と同じものになります。

資格確認書（イメージ）

２ マイナ保険証をお持ちでない方

※形式や交付時期などは、加入して
いる保険者によって異なります。

次の①、②のうちどちらか1点をご用意ください。

表面もご参照ください

【お問い合わせ先】
お住まいの地区の区民課 保健福祉係にお問い合わせください。

芝地区総合支所 電話 03（3578）3161 麻布地区総合支所 電話 03（5114）8822

赤坂地区総合支所 電話 03（5413）7276 高輪地区総合支所 電話 03（5421）7085

芝浦港南地区総合支所 電話 03（6400）0022

資格確認書が届いたら
必ず保管してください

※ このお知らせは、令和6年10月31日時点の情報に基づき作成しております。今後、取扱を変更する場合は、
区のホームページでお知らせいたします。

お持ちの方は表面をご確認ください。

ご本人の了承をいただき、マイナンバー（個人番号）で情報提供ネットワーク
を通じて資格確認を行うことができます。情報照会は時間がかかるため、窓口で
お待ちいただくことがあります。ご承知おきください。

３（マイナ保険証をお持ちの方、お持ちでない方問わず）
マイナンバー（個人番号）による情報照会をご希望の方


